
『
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』

は『
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
』

へ
統
合
さ
れ
ま
し
た

　
昨
年
度
ま
で
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
女
性

を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
の
解
決
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
毎
年
11
月
に
『
女

性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』
強
化
週
間
が

実
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
７
年
10

月
１
日
に
『
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』

が
『
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
』
に
統
合

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
同
様
、
女
性
の
人
権
問
題
に

関
す
る
相
談
は
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

一
人
で
悩
ま
ず
、
遠
慮
な
く
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

■
相
談
先
　『
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
』

　
☎
０
５
７
０

－

０
０
３

－

１
１
０

　
を
入
力
後
、
自
動
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に

　
従
い
、
１
番
を
押
す
と
女
性
の
人
権
問

　
題
に
関
す
る
相
談
が
可
能
で
す
。

■
時
間
　
平
日
の
８
時
30
分 

～ 

17
時
15
分

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
鹿
児
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
☎
０
９
９

－

2
1
9

－

2
1
7
0

鹿
児
島
県
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
サ

ポ
ス
テ
）
は
、
働
く
一
歩
を
踏
み
出
し
た

い
15
歳
～
49
歳
ま
で
の
方
た
ち
と
じ
っ
く

り
向
き
合
い
、『
職
場
定
着
す
る
ま
で
』
を

全
面
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
厚
生
労
働

省
委
託
の
機
関
で
す
。

■
窓
口
所
在
地
・
開
所
日
時
　
※
要
予
約

①
鹿
児
島
県
地
域

　
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
住
所
：
鹿
児
島
市
中
町
７

－

１

　
　
　
　
コ
ア
ナ
天
文
館
２
階

　
☎
０
９
９

－

2
0
8

－

0
8
7
0

　
開
所
日
時
：
９
時
15
分
～
18
時

　（
祝
日
除
く
、
月
曜
日 

～ 

金
曜
日
）　

②
霧
島
・
大
隅
地
域
常
設
サ
テ
ラ
イ
ト

　
住
所
：
霧
島
市
国
分
中
央
３

－

44

－

36

　
霧
島
商
工
会
議
所
２
階

　
☎
０
９
９
５

－

57

－

6
2
6
6

　
開
所
日
時
：
８
時
30
分 

～ 

17
時
15
分

　（
祝
日
除
く
、
月
曜
日 

～ 

金
曜
日
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
県
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
☎
０
９
９

－

2
0
8

－

0
8
7
0

▲ 詳しくは
　 こちらへ

11
月
は
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ

推
進
月
間

　
政
府
で
は
、
行
楽
シ
ー
ズ
ン
で
あ
り
自

動
車
に
乗
る
機
会
が
多
く
な
る
毎
年
11
月

を
『
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
推
進
月
間
』
と
し
、

環
境
に
や
さ
し
い
自
動
車
の
使
用
を
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。

　『
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
』
と
は
、
燃
料
消
費
量

や
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
減
ら
し
、
地
球
温
暖

化
防
止
に
つ
な
げ
る
『
運
転
技
術
』
や
『
心

が
け
』
で
あ
り
誰
に
で
も
今
す
ぐ
始
め
る

こ
と
が
で
き
る
ア
ク
シ
ョ

ン
で
す
。
で
き
る
こ
と
か

ら
始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
生
活
環
境
課
　
環
境
衛
生
係

　
☎
０
９
９
４

－

32

－

1
2
9
7

11
月
は
不
法
投
棄
防
止

強
化
月
間

　
鹿
児
島
県
で
は
、
産
業
廃
棄
物
の
不
法

投
棄
等
の
根
絶
を
図
る
た
め
、
毎
年
11
月

を
『
不
法
投
棄
防
止
強
化
月
間
』
と
定
め

て
い
ま
す
。
期
間
中
は
、
不
法
投
棄
防
止

の
啓
発
活
動
や
不
法
投
棄
防
止
パ
ト
ロ
ー

ル
等
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　
不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で
す
。
５
年

以
下
の
懲
役
、
１
０
０
０
万
円
以
下
の
罰 ▲ 詳しくは

　 こちらへ

金
ま
た
は
こ
の
両
方
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
一
人
ひ
と
り
が
、『
不
法
投

棄
を
し
な
い
。
さ
せ
な
い
。
見
つ
け
た
ら

す
ぐ
電
話
を
』
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
不

法
投
棄
の
な
い
住
み
よ
い
地
域
を
つ
く
り

ま
し
ょ
う
。

■
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
を
発
見
し
た
ら

　
大
隅
地
域
振
興
局
　
保
健
福
祉
環
境
部

　
☎
０
９
９
４

－

52

－

2
1
1
3

　
県
庁
　
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

　
☎
０
９
９

－

2
8
6

－

3
8
1
0

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
生
活
環
境
課
　
環
境
衛
生
係

　
☎
０
９
９
４

－

32

－

1
2
9
7

秋
の
火
災
予
防
運
動

　
11
月
９
日
か
ら
15
日
ま
で
全
国
一
斉
に

秋
の
火
災
予
防
運
動
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
空
気
が
乾
燥
し
、
火
災
の
起
こ
り
や
す

い
季
節
で
す
。
火
の
取
扱
い
に
は
十
分
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
火
災
に
よ
る

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
、
住
宅
用
火
災
警

報
器
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
消
防
本
部
　
予
防
係
　
☎
内
線
１
１
９

道
路
工
事
に
お
け
る
交
通
規
制

【
市
道
元
垂
水
原
田
線
】

　
元
垂
水
原
田
線
道
路
改
良
工
事
に
伴
い
、

交
通
規
制
を
行
い
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
交
通
規
制
（
予
定
）

　
片
側
交
互
通
行
お
よ
び
全
面
通
行
止
め

■
規
制
期
間
（
予
定
）　

　
10
月
下
旬 

～ 

12
月
下
旬
の
う
ち

　
30
日
間
程
度

※
交
通
規
制
、
規
制
期
間
の
詳
細
に
つ
い

　
て
は
看
板
等
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
土
木
課
　
土
木
係

　
☎
内
線
３
５
０

道
路
工
事
に
お
け
る
交
通
規
制

【
浜
平
大
都
線
舗
装
工
事
】

　
浜
平
大
都
線
舗
装
工
事
に
伴
い
、
交
通

規
制
を
行
い
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
交
通
規
制
（
予
定
）

　
片
側
交
互
通
行

■
規
制
期
間
（
予
定
）　

　
11
月
中
旬 

～ 

12
月
下
旬
の
う
ち

　
７
日
間
程
度

※
交
通
規
制
、
規
制
期
間
の
詳
細
に
つ
い

　
て
は
看
板
等
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
土
木
課
　
土
木
係

　
☎
内
線
３
５
０

労
働
保
険
の
加
入
は

お
済
で
す
か

　
11
月
は
『
労
働
保
険
未
手
続
事
業
一
掃

強
化
期
間
』
で
す
。
ひ
と
り
で
も
労
働
者

を
雇
用
し
て
い
る
事
業
主
は
、
労
働
保
険

（
労
災
・
雇
用
保
険
）
に
加
入
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

■
労
働
保
険
と
は

　
労
働
者
の
業
務
中
ま
た
は
通
勤
時
の
災

　
害
に
対
し
、
雇
用
保
険
は
、
労
働
者
が

　
失
業
し
た
、
ま
た
は
育
児
休
業
や
介
護

　
休
業
に
よ
り
賃
金
が
低
下
し
た
場
合
等

　
に
必
要
な
給
付
等
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

　
事
業
所
向
け
に
は
各
種
助
成
金
の
支
給

　
を
行
い
ま
す
。

※
お
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
事
業
主
の

　
方
は
、
労
働
局
あ
る
い
は
最
寄
り
の
労

　
働
基
準
監
督
署
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
ご

　
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
鹿
児
島
労
働
局
　
労
働
保
険
徴
収
室

　
☎
０
９
９

－
2
2
3

－

8
2
7
6

　
鹿
屋
労
働
基
準
監
督
署

　
☎
０
９
９
４

－
－

43

－

3
3
8
5

　
鹿
屋
公
共
職
業
安
定
所

　
☎
０
９
９
４

－
－

42

－

4
1
3
5

鹿
児
島
県
最
低
賃
金
が

時
間
額
『
１
０
２
６
円
』
に

改
正
さ
れ
ま
し
た

　
鹿
児
島
県
最
低
賃
金
が
、
令
和
７
年
11

月
１
日
か
ら
時
間
額
『
１
０
２
６
円
』
に

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
最
低
賃
金
は
、
臨
時
、
パ
ー
ト
、

ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
す
べ
て
の
労
働
者
に

適
用
さ
れ
ま
す
。
使
用
者
は
、
最
低
賃
金

額
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
特
定
の
産
業
の
労
働
者
と
使
用

者
に
適
用
さ
れ
る
特
例
（
産
業
別
）
最
低

賃
金
は
、
高
い
方
の
最
低
賃
金
額
以
上
の

賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
鹿
児
島
労
働
局
　
賃
金
室

　
☎
０
９
９

－

2
2
3

－

8
2
7
8

　
鹿
屋
労
働
基
準
監
督
署

　
☎
０
９
９
４

－
－

43

－

3
3
8
5

▲ 詳しくは
　 こちらへ

▲ 交通規制の場所（航空写真）

▲ 交通規制の場所（航空写真）

交通規制区間市木地区運動公園

第一中市木橋

堂脇橋

中市木自治公民館

交通規制区間

垂水市環境センター

下本城橋
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